
 

『こころに残る景観資源』発掘プロジェクト～こころに残るひとの営み景観の募集～実施要領（案） 
 
（目的） 

第１条 この要領は、岸和田市景観条例（平成 22年条例第 19号）（以下「条例」という。）第 40条の規定に基づき、
『こころに残る景観資源』発掘プロジェクト～こころに残るひとの営み景観～（以下「プロジェクト」という。）
の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（プロジェクトの目的） 
第２条 このプロジェクトは、本市域内において景観の形成に寄与する景観資源を発掘・蓄積・共有すること、お
よび発掘した資源の中から特に優れているものを『こころに残る景観資源』として指定することで、景観に関す
る市民意識の高揚を図り、ひいてはより良好な景観の形成に寄与することを目的とする。 

 

（『こころに残る景観資源』の指定の対象） 
第３条 『こころに残る景観資源』として指定する対象は、プロジェクトに応募のあったものの中から、こころに
残る景観資源発掘委員会において、岸和田市の良好な景観の形成に寄与していると推薦されたものとする。 
 

（指定の方法） 
第４条 前条の指定の対象の中から、岸和田市景観審議会（以下、審議会）において審議し、岸和田市の良好な景
観の形成に特に寄与していると認めたものを、市長が指定する。 

 

（審査の対象） 
第５条 今回実施するプロジェクトの審査の対象となるひとの営み景観は、別表１のとおりとする。 

 

（審査の対象となるひとの営み景観の募集） 
第６条 前条に規定するひとの営み景観の募集については、公募によって行なうものとする。 
２ 市長は、市広報、市ホームページその他の広報媒体を利用する等の方法により、ひとの営み景観の募集につい
て次の各号に定める事項を市民に周知するものとする。 
(１) プロジェクトの目的 
(２) 募集の対象 
(３) 募集期間 
(４) 応募の方法 
(５) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項 

３ 応募者は、次の各号に定める事項を記した書類及び推薦するひとの営み景観を含んだ写真等（以下｢応募書類｣
という。）を市長に提出するものとする。 
(１) 応募者の住所、氏名、年齢、電話番号またはメールアドレス 
(２) 推薦するひとの営み景観の        写真 
(３) ひとの営み景観にまつわるエピソードや推薦理由 
(４) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項 
 

（こころに残る景観資源発掘委員会） 
第７条 応募された景観資源を審査し、景観審議会に推薦するため、こころに残る景観資源発掘委員会（以下、委
員会）を設置する。 

  

２ 委員会は、岸和田市附属機関条例第 2 条に規定する岸和田市景観審議会及び岸和田市環境デザイン委員会の委
員から４名以内で組織する。 

 

３ 委員会は、委員長を置くものとし、岸和田市景観審議会の会長または会長に指名されたものがこの任に当たる
ものとする。 

 

４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
 

５  委員会は、応募されたひとの営み景観を、応募書類、まちかど投票、現地調査等の方法により別表２の視点と評価
に基づき審査し、特に優れたひとの営み景観を『こころに残る景観資源』として岸和田市景観審議会に推薦する。 

 

（結果の公表） 
第 8 条 市長は、第４条の規定により『こころに残る景観資源』を指定した場合、市広報、市ホームページその他
の広報媒体を利用し、これをすみやかに公表するものとする。 

 

 

 

 

 

 
 
 
（その他） 
第 9 条 プロジェクトの実施に際しては、第 2 条に掲げる目的に鑑み、所有者等関係者だけでなく、広く市民意識
の啓発、高揚を図ることに努めるものとする。 

 

第 10条 この要領に定めるものの他、必要な事項は、市長が別に定める。 
 

附  則 
この要領は、令和●年●月●日から施行する。 
 

 

別  表 １                               （第５条関係） 

対象となるひとの営み景観（いずれかにあてはまるもの） 

・暮らしや生活など人々の身近にあり、魅力的であると感じられるもの 

・地域の営みや文化が感じられるもの 

・歴史や伝統を感じさせ、地域の賑わいを特徴づけるもの 

・四季折々の趣があり、賑わいや親しみが感じられるもの 

 

別  表 ２                               （第７条関係） 

視点と評価 

（１）「市民意識への効果」・・・生活景として地域に馴染み又は特徴づけているひとの営み景観 

  ①地域の日常生活が垣間見え、親しみや愛着を感じさせる 

  ②地域のアイデンティティや誇りを形成している 

  ③地域景観形成への意識や関心を高めている 

 

（２）「市民活動への効果」・・・人々が織りなす営みや賑わいが色濃く感じられるひとの営み景観 

  ①地域の賑わいやつながりを感じさせ、または特徴づけている 

  ②清掃や啓発などの地域活動が市民により行われている 

 

（３）「文化や歴史の継承」・・・地域の歴史や文化などを特徴づけ、郷土への懐かしさや親しみが 

感じられるひとの営み景観 

  ①地域にある文化や歴史が育まれ、次世代に継承されている 

  ②地域の魅力を伝え、または、地域を特徴づける取り組みが感じられる 

 

（４）岸和田の景観的なシンボルである「岸和田城」や「久米田池」に関連するひとの営み景観 

  ①従来の印象や魅力と異なる新たな視点が効果的に伝わるなど景観的要素を形成している 

  ②歴史や文化、季節感など地域のシンボルとして人々の関わりが感じられ、または特徴づけてい 

   る 
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